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｢労災保険業務機械処理事務手引 (給付統計データ関係)｣の改正について

給付統計に係る機械処理事務については､平成 13年3月30日付け基発第221号

通達 (以下 ｢221号通達｣という｡)により取 り扱ってきたところであるが､今般､

｢労災保険業務機械処理事務手引 (給付統計データ関係)｣を別添のとおり改正 し､平

成 19年4月 1日から適用することとしたので､下記の改正点に留意の上､事務処理に

遺漏なきを期されたい｡

なお､本通達の施行に伴い､221号通達は廃止する｡

記

1 二次健康診断等給付システムの稼動により､給付統計事務処理に必要な項目を追加

したこと｡

2 日本標準産業分類第 11回改訂に対応させたこと｡

3 石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成 18年法律第4号)において定める

特別遺族給付金等に関する事項を追記したこと｡

4 事業の種類の新設に対応させたこと｡

5 地方支分部局の統廃合に対応させたこと｡

6 その他､所要の字句の整理及び訂正等を行ったこと｡
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101給付統計処理の目的

給付統計処矧 ま､短期給付一元管理システム､年金 ･一時金システム､介護 (補償)給付システ

ム及び二次健康診断等給付システム (以下 ｢給付システム｣という｡)並びに ｢給付支払調査票｣の

入力により日々蓄積された給付データを活用し､各種統計表の作成及び情報検索を行うことにより､

局署別又は事業場別の労災保険給付状況などの労災補償業務の運営に必要な資料の提供を行うほか､

労災保険の収支を通じて労災保険財政の健全化に資するための資料の提供を行 う｡

102 機械処理の概要

1 電子計算機処理の主な内容

(1)給付データの作成

イ 給付システム

給付システムにおいて管理されている短期給付一元管理台帳､年金 ･一時金台帳､介護台

帳及び労働保険番号台帳等の保険給付に関する各台帳 (以下 ｢給付台帳等｣というQ)の給

付情報をもとに､給付データを作成する｡

また､給付台帳等の給付情報が修正 (業通二別､支払年月日等の修正)されたときは､修

正前後の給付情報をもとに訂正データを作成する｡

ロ 給付支払調査票

給付システムによらず､手払いで保険給付を行ったときは､当該支払局署において給付支

払調査票 (帳票種別36102)をOCR入力し､給付データを作成する｡

(2)管理資料の作成 .配信

給付データより､会書棚蔓簿等との突合に使用する ｢給付種類別データリス ト合計表｣を作成

し､地方局署あて配信を行う｡

また､地方局署からの依頼により､給付種類ごとに ｢給付データリス トJを作成する｡

｢給付種類別データリスト合計表j及び ｢給付データリスト｣を ｢管理資料｣というo

(3)各種業務統計の作成

業務統計は､給付データをその処理の都度又は一定期間ごとに件数､保険給付額及び新規受

給者数等について､業通二別､支払局箸別 (診療費､年金及び二次健康診断等給付 (以下 ｢二

次健診等給付｣という｡)は管轄局署別)､業種別､給付の種別等に分類し､労災補償業務運営

に必要な保険給付に関する統計を作成するO

(4)情報検索用デ-タベースの構築

給付データから ｢事業場別給付状況検索台帳]及び ｢局署 ･業種別給付状況検索台帳｣のデ

ータベースを構築し､端末装置からの情報検索を可能とするO

(5)メリット制度に係る給付データの作成

給付台帳等の給付情報及び給付支払調査票のデータをもとに､事業場ごとにメリットに算入

すべき給付データを作成する｡

なお､二次健診等給付に係る給付額は､労働保険の保険料の徴収等に関する法律第 12条第3

項及び第 20条に定める継続及び有期メリット制におけるメリット収支率算定のための保険給

付額に算入しないO

11-
























































































































































































































































































